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お
知
ら
せ

介護保険負担割合証などの更新のお知らせ
問 地域包括支援課 ☎75−6033  佐賀中部広域連合 40−1134

介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証

対 象 者
要支援・要介護認定を受けている人や
事業対象者

介護保険施設に入所している人やショートステイ
を利用する人

証 の 色 白色 ピンク色

有効期限 7月31日㈰まで　　　　　　

更新の手続き
手続きは不要。
佐賀中部広域連合から新しい負担割合
証を郵送します。

８月以降も認定証が必要な場合は、 6月 1日㈬〜
30日㈭に、佐賀中部広域連合または地域包括支援
課に更新の申請をしてください。

新しい証の到着 7月中旬　　　　　　

　介護サービスの利用者負担割合をお知らせする「介護保険負担割合証」と、介護保険施設を利用する際に支払
う食費と居住費の負担限度額をお知らせする「介護保険負担限度額認定証」の更新をお知らせします。くわしくは、
下表をご覧ください。なお、介護サービスを利用している人は、新しい負担割合証と負担限度額認定証を、ケア
マネジャーやサービス事業者に提示してください。

変
更
点
⑴

　

�

現
況
届
の
提
出
が
不
要
に
な
り
ま
す

（
一
部
の
受
給
者
は
提
出
が
必
要
で
す
）

　

６
月
の
現
況
届
か
ら
受
給
者
の
現
況
を
公
簿
な

ど
で
確
認
す
る
こ
と
で
、
現
況
届
の
提
出
は
不
要

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
人
は
、
引
き
続
き

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

■
対
象
者

・�

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、
住
民
票
の

住
所
地
が
多
久
市
で
は
な
い
人

・�

支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票
が
多
久
市
に

な
い
人

・�

離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い
る
人

・
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人

・�

そ
の
他
、
多
久
市
か
ら
提
出
の
案
内
が
あ
っ
た
人

■
提
出
す
る
も
の

・
児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届

・�

児
童
の
現
住
所
で
取
得
し
た
住
民
票
謄
本
（
児

童
と
住
所
が
別
の
場
合
）

■
期
限　

６
月
30
日
㈭

※�
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
支
給

が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

■
提
出
方
法

　

�

こ
ど
も
係
窓
口
ま
た
は
、
郵
送
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

郵
送
先　

〒
８
４
６
ー
８
５
０
１

　
　
　
　
　

多
久
市
役
所�
福
祉
課�

こ
ど
も
係
宛

　
　
　
　
　

（
住
所
不
要
）

変
更
点
⑵

　

�

所
得
が
基
準
以
上
の
場
合
は
特
例
給

付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

　

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
の
所
得
額
が
表

の
②
以
上
の
場
合
、
児
童
１
人
あ
た
り
月
額

５
，０
０
０
円
の
特
例
給
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

※�

支
給
さ
れ
な
く
な
っ
た
後
に
、
所
得
額
が
変
更

に
な
り
、
②
を
下
回
っ
た
場
合
は
認
定
請
求
書

を
市
役
所
１
階
福
祉
課
こ
ど
も
係
へ
提
出
す
る

こ
と
で
、
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

【特例給付の所得基準（①以上②未満）】

①所得制限限度額
（変更なし）

②所得上限限度額
（新設）

扶養親族
などの数

所得額
（万円）

給与収入額の
目安（万円）

所得額
（万円）

給与収入額の
目安（万円）

0人 622 ８33.3 ８5８ 1,071

1 人 660 ８75.6 ８96 1,124

2 人 69８ 917.８ 934 1,162

3 人 736 960 972 1,200

4 人 774 1,002 1,010 1,23８

5 人 ８12 1,040 1,04８ 1,276

６
月
か
ら
児
童
手
当
の
制
度
が

一
部
変
更
に
な
り
ま
す
！問 

福
祉
課 

こ
ど
も
係　
☎
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−

6
1
1
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